
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
か
ら
の
お
知
ら
せ

問 

保
険
年
金
課
〔
東
庁
舎
〕
　
☎
71
●

２
３
２
４　

72
●

２
４
６
０

問 

税
務
課
〔
東
庁
舎
〕
〕

　
☎
71
●

２
３
１
９　

72
●

２
４
６
０

保
険
料
額
決
定
通
知
書
を
送
り
ま
す

　

決
定
通
知
書
の
「
特
別
徴
収
」
の
欄
に
書
か
れ
て
い
る
金
額

は
、
年
金
か
ら
の
天
引
き
額
で
、「
普
通
徴
収
」
の
欄
に
書
か
れ
て

い
る
金
額
は
、
納
付
書
か
口
座
振
替
に
よ
る
支
払
い
額
で
す
。
納

付
書
払
い
の
人
は
、
便
利
な
口
座
振
替
を
利
用
し
て
く
だ
さ
い
。

保
険
証
を
更
新
し
ま
す

　

現
在
持
っ
て
い
る
保
険
証
は
７
月
31
日
で
有
効
期
間
が
切
れ

ま
す
。
８
月
１
日
か
ら
は
新
し
い
保
険
証
（
び
わ
色
）
を
使
っ
て

く
だ
さ
い
。
新
し
い
保
険
証
は
、
７
月
中
に
簡
易
書
留
郵
便
で

送
り
ま
す
。

限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
を
更
新
し
ま
す

　

医
療
機
関
に
減
額
認
定
証
を
提
示
す
る
と
、
窓
口
で
の
医
療

費
の
支
払
い
が
限
度
額
ま
で
と
な
り
、
入
院
時
の
食
事
代
も

減
額
さ
れ
ま
す
。

　

対
象
は
、
平
成
29
年
度
の
住
民
税

が
世
帯
全
員
非
課
税
の
人
で
す
。
現

在
有
効
な
減
額
認
定
証
を
持
っ
て
い

る
人
で
、
８
月
以
降
も
当
て
は
ま
る

人
に
は
保
険
証
と
一
緒
に
送
り
ま

す
。
８
月
以
降
に
新
た
に
対
象
と
な

る
人
は
、
保
険
証
と
印
鑑
を
持
っ
て

問
で
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

➡
う
ぐ
い
す
色
か
ら
び
わ
色
に
な
り
ま
す
。

　

勤
め
て
い
た
会
社
の
倒
産
・
解
雇
や
雇

止
め
な
ど
に
よ
り
離
職
し
た
人
で
、
次
の

要
件
に
当
て
は
ま
る
人
は
、
申
請
を
す
れ

ば
国
民
健
康
保
険
税
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。

■
適
用
要
件
　

①
雇
用
保
険
の
失
業
給
付
を
受
け
て
い
る

人
で
、
雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証
の
離

職
理
由
コ
ー
ド
が
「
11
、
12
、
21
、
22
、
23
、

31
、
32
、
33
、
34
」
の
い
ず
れ
か
の
場
合

②
離
職
時
点
で
65
歳
未
満
の
場
合

■
軽
減
方
法
　

　

対
象
者
の
前
年
の
給
与
所
得
を
１
０
０

分
の
30
と
し
て
国
民
健
康
保
険
税
を
算
定

し
ま
す
。

■
軽
減
期
間
　

　

離
職
日
の
翌
日
の
属
す
る
月
か
ら
翌
年

度
末
ま
で

■
申
請
方
法
　

　

雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証
と
印
鑑
を

持
っ
て
問
へ
。

所得割…加入者の前年の所得金額に応じた負担
均等割額…世帯内の加入者数に応じた負担（１人当たりの金額）
平等割額…世帯ごとに一律の負担（１世帯当たりの金額）
賦課限度額…年税額の上限

区　　　分 所得割 均等割額 平等割額 賦課限度額

医療分（全加入者が負担） 7.1％ 27,000円 21,900円 540,000円

後期高齢者支援金分
（全加入者が負担）

2.1％ 7,500円 6,300円 190,000円

介護分
（40～64歳の加入者が負担）

2.0％ 9,600円 4,800円 160,000円

国
民
健
康
保
険
税
か
ら
の

 

お
知
ら
せ

非
自
発
的
失
業
者
へ

 

国
民
健
康
保
険
税
の

 

軽
減
制
度
が
あ
り
ま
す

　

平
成
29
年
度
国
民
健
康
保
険
税

の
税
率
な
ど
は
次
の
と
お
り
で
す
。

納
税
義
務
者
へ
は
今
月
中
旬
に 

納
税
通
知
書
を
送
り
ま
す
。

不
審
な
電
話
や
訪
問
に

 

ご
注
意
く
だ
さ
い

　

高
齢
者
を
狙
っ
た
還
付
金
詐
欺

な
ど
が
多
数
発
生
し
て
い
ま
す
。

県
内
で
も
、
後
期
高
齢
者
医
療
制

度
の
被
保
険
者
宅
に
医
療
費
や
保

険
料
の
還
付
金
な
ど
に
関
す
る
不

審
な
電
話
が
あ
っ
た
と
の
報
告
が

複
数
寄
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

公
的
機
関
が
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー

ド
を
渡
す
よ
う
求
め
た
り
、
Ａ
Ｔ

Ｍ
の
操
作
を
指
示
す
る
こ
と
は

あ
り
ま
せ
ん
。「
お
か
し
い
」
と
感

じ
た
ら
一
人
で
判
断
せ
ず
、
相
手

の
身
分
を
確
認
し
、
問
か
滋
賀
県

後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
（
☎

０
７
７
●

５
２
２
●

３
０
１
３
）

へ
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。
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